
釜石都市計画公園の変更（釜石市決定） 

 

1. 都市計画公園に 6・4・1号鵜住居運動公園ほか１公園を次のように追加する。 

種別 

名 称 

位 置 面 積 備 考 

番 号 公園名 

運動 

公園 
6・4・1 

鵜住居運動 

公園 

釜石市鵜住居町第 18 地

割及び第 19 地割 
約 9.0ha 

 

地区 

公園 
4・4・3 片岸公園 釜石市片岸町第 6地割 約 6.7ha 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

2. 都市計画公園中 3・2・1号薬師公園を次のように変更する。 

種別 

名 称 

位 置 面 積 備 考 

番 号 公園名 

近隣 

公園 
3・2・1 薬師公園 釜石市大町三丁目 約 0.6ha 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 

都市計画公園の適正配置と地域住民の利用に供するため、鵜住居運動公園及び片岸公園を追加す

るとともに、薬師公園の適切かつ円滑な施設管理のため、本案のとおり変更するものである。 

  



都市計画の変更理由書 

6・4・1 号 鵜住居運動公園 

市は、平成 26 年 3 月に改訂した釜石市の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラ

ン）において、鵜住居地区におけるスポーツ・レクリエーション・交流拠点の形成と、それに係る施

設整備を検討することとしています。 

鵜住居運動公園が位置する鵜住居地区は、東日本大震災津波からの早期復興に向け、土地区画整理

事業や津波復興拠点整備事業等の復興事業が急速に進められており、平成 27 年 3 月にラグビーワー

ルドカップ 2019 の開催地として決定され、これにあたっては、釜石市のみならず三陸被災地の復興

を象徴する事業としての役割が期待されているところです。 

これらのことから、ラグビーワールドカップの競技会場として都市公園を整備するとともに、地域

の活力を高め交流を盛んにする交流拠点の形成を図るため、鵜住居地区に運動公園を追加するもの

です。 

 

4・4・3 号 片岸公園 

片岸公園が位置する片岸地区は、東日本大震災津波からの早期復興に向け、土地区画整理事業や災

害復旧事業等の復興事業が急速に進められており、これらの事業により、国道 45 号周辺に良好な住

宅地が整備されます。また、当該地区を南北に縦断する鉄道の東側には、震災前より良好な工業地が

確保されているところです。このため、市は、平成 26 年 3 月に改訂した釜石市の都市計画に関する

基本的な方針（都市計画マスタープラン）において地域の憩いの場として、都市公園を整備すること

としています。 

また、市では、復興まちづくりの計画策定にあたり、周辺の防潮堤や河川水門等の復旧を条件とし

た津波シミュレーションを行いました。このシミュレーションでは、東日本大震災クラスの津波が発

生した場合においても、防潮堤を越流した津波を工業地に湛水させることで、周辺住宅地への津波浸

水を防止できる結果が得られました。 

このことから、地域の憩いの場を提供するとともに、津波湛水地の機能を確保するため、片岸地区

に地区公園を追加するものです。 

 

3・2・1 号 薬師公園 

薬師公園は、地域の環境整備や地域住民等の健康増進に資する近隣公園として昭和 49 年に都市計

画決定した公園ですが、区域の一部に急傾斜地崩壊防止施設が含まれているため、急傾斜地崩壊防止

施設の管理者である岩手県と調整を図り、今後の適正かつ円滑な管理を行うため、当該部分を公園区

域から除外するものです。 


